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第１部 総論

第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の背景と趣旨

（１）背景

介護保険制度は、その創設から 年以上が経ち、介護サービス利用者は制度創

設時の３倍を超えており、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が

必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきました。

総人口が減少に転じる中、高齢者人口は今後も増加し、高齢化は進展していく

と予測され、介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが 歳以上とな

る令和７年（ 年）を見据え、制度の持続可能性を維持しながら、高齢者がで

きる限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを

可能としていくため、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十

分な介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自

立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（以下「地域包括ケアシステム」

という。）を深化・推進されてきたところです。

年が近づく中で、更にその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア世代が

歳以上となる令和 年（ 年）には、既に減少に転じている生産年齢人口の

減少が加速する中で、高齢者人口がピークを迎えると見込まれています。高齢者

人口のうち、 歳以上の後期高齢者人口は増加傾向となり、介護ニーズの高い

歳以上人口は令和 年（ 年）頃まで 歳以上人口を上回る勢いで増加し、

令和 年（ 年）頃まで増加傾向にあることが見込まれています。また、医

療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、医療・介

護の連携の必要性が高まっています。

さらに、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加のほか、認知症の人や認知

機能が低下した高齢者の増加が見込まれる中で、地域で生活する高齢者等の意思

決定支援や権利擁護の重要性も高まっています。

今後は、必要な介護サービス需要が変化することが想定される一方、生産年齢

人口の急減に直面することを踏まえ、介護サービス基盤の計画的な整備や地域包

括ケアシステムの深化・推進に向けた取組、地域包括ケアシステムを支える人材

の確保や介護現場における生産性の向上の推進等が重要となります。
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（２）趣旨

本計画は、こうした状況を踏まえ、高齢者福祉サービスの整備（共助・公助）

を検討し、多くの高齢者が健康で、仕事や地域の中の活動などで役割を担いなが

ら活躍できる取組（自助・互助）の充実を図っていくとともに、地域の実情に応

じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を目

指し、 年を見据えた中長期的な計画である『霧島市すこやか支えあいプラン

（第 期高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画）』として策定するもので

す。

（３）ＳＤＧｓとの関連

平成 年の「国連持続可能な開発サミット」において、「持続可能な開発のため

の アジェンダ」とその の「持続可能な開発目標（ ）」が採択されまし

た。 （ ）では、「誰一人として取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するために、経済・社会・環境の３

つの側面のバランスがとれた持続可能な開発に際して、複数目標の統合的な解決

を図ることが掲げられています。

が掲げる「誰一人取り残さない」という考え方は、住民一人ひとりが主体

的に健康づくりや介護予防に取り組み、それを地域全体で支えることですべての

世代が健康でいきいきと暮らせるまちを目指す本市の高齢者施策と一致するもの

です。

本市では、第二次霧島市総合計画後期基本計画において、施策ごとに の目

標を関連付け、 推進に取り組むこととしています。
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２ 計画の位置付け

（１）法的根拠及び上位・関連計画

本計画は、老人福祉法第 条の８第１項に定める市町村老人福祉計画及び介護

保険法第 条第１項に定める市町村介護保険事業計画を３年１期として策定する

ものであり、令和２年３月に策定した第９期高齢者福祉計画・第８期介護保険事

業計画の見直しを行ったものとなります。

また、本市においては「第二次霧島市総合計画」を、まちづくりの行政運営指

針の最上位計画として位置付けており、本計画は、実施計画として、主に高齢者

に関する施策の方針を掲げるものです。

■上位・関連計画

◆＜参考＞法令の根拠（抜粋）

【老人福祉法第 条８第１項】

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画を

定めるものとする。

【介護保険法第 条第１項】

市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

く県計画＞

鹿児島県高齢者保健福祉計画

鹿児島県介護保険事業支援計画

鹿児島県地域医療構想

整合性

整合

国（根拠法）

老人福祉法

介護保険法

第二次霧島市総合計画

霧島市すこやか支えあい
プラン

・高齢者福祉計画
・介護保険事業計画

健康きりしま （第４次）
（霧島市健康増進計画）

第３期霧島市国民健康保険保健事業
実施計画（データヘルス計画）

第２次霧島市障がい者計画等

第２期霧島市子ども・子育て支援

事業計画

調和
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（２）データヘルス計画との関連

本市では、高齢者人口は今後も増加していくと予想しており、医療費の増加を

予防し社会保障制度維持のため、保健、医療、介護それぞれの部門が連携し、健

診データや保険診療データ、介護保険データを活用した分析及び分析結果に基づ

く一体的な事業の展開や保険給付適正化に取り組む必要があります。また、地域

包括ケアシステムの構築のためにも保健、介護部門の連携は不可欠です。

このようなことから、本計画は、保健事業実施計画（データヘルス計画）との

整合、調和を図っています。

■関係機関の連携（イメージ）

資料：厚生労働省「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第２版」

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業に
ついて、後期高齢者医療広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域
支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施。

＜市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施

＞

○保健事業の指針におい

て、一体的実施の方向性

を明示。

○具体的な支援メニューを

ガイドライン等で提示。

○特別調整交付金の交付、

先進事例に係る支援。

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等
事業の一部を民間機関に委
託できる。

＜市町村が、介護の地域支
援事業・国保の保健事業と
の一体的な取組を実施＞

○広域計画に、広域連合

と市町村の連携内容

を規定。

○データヘルス計画に、

事業の方向性を整理。

○専門職の人件費等の

費用を交付。

○一体的実施に係る事業の基本的な方針

を作成。

○市町村が、介護の地域支援事業・国保の

保健事業との一体的な取組を実施。

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場

への参画、支援メニューの改善 等

○広域連合に被保険者の医療情報等の提

供を求めることができる。

○地域ケア会議等も活用。

国（厚生労働省） 広域連合 市町村

都道府県
（保健所含む）

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等
国保中央会
国保連合会

は法改正事項

○法 ○法
○法

○法

○法

○法

○法

○法

都道府県への
報告・相談

委託

必要な援助

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等
三師会等の
医療関係団体 ○法
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（３）姶良・伊佐地区 地域医療構想との整合性

地域医療構想は、少子高齢化が急速に進む中、団塊世代の全てが後期高齢者と

なる令和７年（ 年）に向け、病床の機能分化と連携を進め、効率的で質の高

い医療提供体制を構築するとともに、在宅医療・介護の充実を図るために、病床

機能ごとに令和７年（ 年）の必要量を推計し定めることとされています。

平成 年に鹿児島県で「地域医療構想」が策定され、地域の実情に応じた合意

形成がなされるよう、構想区域ごとに医療関係者や介護保険者などで構成する

「調整会議」を設置し、協議を進めています。

本市は「姶良・伊佐保健医療圏地域医療構想調整会議」の委員として、介護施

設や在宅医療等に係る追加的需要を踏まえ、在宅医療の整備目標及び介護サービ

ス見込み量等について協議を行い、その議論の結果を共有して、医療計画と第９

期介護保険事業計画の整合性の確保を図っているところです。

出典：令和５年度第１回姶良・伊佐保健医療圏地域医療構想調整会議資料
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３ 計画の期間

介護保険事業計画は３年ごとに見直しを行うこととなっているため、第９期介

護保険事業計画の計画期間は令和６年度（ 年度）から令和８年度（ 年度）

となります。老人保健福祉計画も介護保険事業計画と一体的に整備することから、

高齢者福祉計画も令和６年度（ 年度）から令和８年度（ 年度）とします。

第９期介護保険事業計画は、第６期からの「地域包括ケア計画」としての位置

付けを承継し、令和 年度（ 年度）を見据えた中長期的なサービス・給付・

介護保険料等を視野に入れた施策の展開を図ります。

※上記表中、第○期計画は、介護保険事業計画を指します。

第９期計画

～

〈 年までの見通し〉 〈中長期見通し〉

年

第７期計画

～

第８期計画

～

第 期計画

～

年

団塊世代が
歳

団塊世代が 歳 団塊ジュニア世代
が 歳
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４ 計画の策定体制

霧島市高齢者施策委員会（外部委員会）

学識経験を有する者、保健・医療・福祉関係者、介護保険事業者、市民代表等に委員を委嘱し、計画

内容について協議する。

霧島市高齢者福祉計画等策定検討委員会（内部委員会）

副市長を委員長、部長級を委員とし、計画の原案に関する事項について調査検討する。

霧島市すこやか支えあいプラン２０２４

基礎調査

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」

「高齢者等実態調査」

計画の見直しにあたり、既存データでは把握が困難

な高齢者等の実態や意識・意向を確認し、総合的に

傾向分析することにより計画策定の基礎資料とする

ため、３年毎に実施するもの。

独自調査等

「居所変更実態調査」（国推奨調査）

過去１年間の新規入居・退去の流れや、その理由など

を把握することで、住み慣れた住まい等で暮らし続け

るために必要な機能等を把握するもの。

「在宅生活改善調査」（国推奨調査）

在宅の方で、現在のサービス利用では生活の維持が難

しくなっている利用者の実態を把握し、不足する介護

サービス等を把握するもの。

「事業所アンケート調査」

（介護人材実態調査含む）

市内事業所に対し、介護保険サービス等参入意向

や運営状況などを調査し、計画期間中のサービス

見込量等の参考とするもの。

「介護支援専門員調査」

介護支援専門員（ケアマネージャー）に対し、日々の業

務で抱えている課題や関係機関との連携時の状況を把握

するもの。

「計画策定ワーキング会議」

令和５年 月開催。居宅介護事業所や医療機関、

包括支援センターなど多職種の福祉関係者 人に

より、業務や地域の課題及びその対応策などをグ

ループワーク形式で提案・共有した。

「地域包括ケア・ライフサポートワーカーアンケート調査」

市内に 人いる地域包括ケア・ライフサポートワーカ

ーに対し、昨年度の相談内容や関係機関への連絡状況、

まちかど介護相談所等の活用などについて調査したも

の。

「各課ヒアリング」

関係各課と連携・協力を図るため、関係事業に関するヒアリングを行った。

事務局（長寿・障害福祉課）
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５ 第９期介護保険事業計画策定に向けた国の方向性等

（１）全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律における介護保険関係の主な改正事項

Ⅰ．介護情報基盤の整備

○ 介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療

保険者と一体的に実施

➢ 被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・

活用することを促進する事業を介護保険者である市町村の地域支援事業として位

置付け 
➢ 市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託

できることとする 

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化

○ 介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、

事業者の事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備

➢ 各事業所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務付

け

※職種別の給与（給料・賞与）は任意事項。

➢ 国が、当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表

Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務

○ 介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進

➢ 都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進

されるよう努める旨の規定を新設 など

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化

○ 看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める

➢ 看多機のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看

護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化 など

Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等

○ 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うた

めの体制を整備

➢ 要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所も市町村からの指定

を受けて実施可能とする など
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（２）第９期介護保険事業計画の基本指針のポイント

１．介護サービス基盤の計画的な整備

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービ

ス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介

護サービス基盤を計画的に確保していく必要

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ

効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共

有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要

②在宅サービスの充実

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規

模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更な

る普及

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービス

の整備を推進することが重要

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設によ

る在宅療養支援の充実

２．地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組

①地域共生社会の実現

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るもの

であり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地

域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総

合事業の充実を推進

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層

的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うこと

も期待

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めること

が重要

②医療・介護情報基盤の整備

・デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるため

の医療・介護情報基盤を整備

③保険者機能の強化

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化

３．地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による

離職防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の

経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進


